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　市では、市民活動団体などがより自立的、継続的な活動へと発展させるため
の支援として「岩沼市市民活動助成金」事業を実施しました。
　平成27年度に市民活動助成金を交付された団体および申請事業名や、交付
団体からの声などを紹介します。

フレッシュタウン町内会
　助成金事業で整備した道具で除草を実施したことにより、通路としての価値が高まり、ごみの不法投
棄も少なくなったようです。万が一の災害時には避難通路として利用が見込めるようになりました。作
業を通じて、町内会会員同士の人間関係がさらに深まり、除草に対する認識や地域への関心が増えました。

阿武隈町内会

　今回の助成金
事業を通じ、町
内会会員の環境
美化に対する意
識は相当に高ま
り、また、町内
会の課題が住民
から積極的に出
てくるようにな
りました。町内
会の結束力向上
が図られた効果
は多大でした。

いわぬま森の
サポーター

　助成金事業を
活用し、グリーン
ピア岩沼内の散
策路を安全に散
策できるようにサ
サ刈りや倒木の
片付け、景勝地・
展望台などの整
備を行いました。
今後も備品を利
用し定期的に散
策路の整備を続
けます。

対	象団体／市内に活動拠点がある5人以上の市民活動団体や町内会などで規約などの定めがあり、営利目
的でなく、政治・宗教活動、特定の思想、または主義主張を浸透させることを目的としない団体
対象事業／助成決定後に実施する事業で年度内に完了する事業
　併せて、以下のいずれかに該当する事業
　〇地域の特色を生かし、その魅力を高める事業 〇地域の自助力の向上を図る事業
　〇地域コミュニティの活性化につながる事業 〇地域の課題解決を図る事業
助成額／予算の範囲内で、助成対象経費の一部を助成します。
　１団体10万円まで（千円未満切り捨て）、１回に限り助成します
その他例／地域づくり活動を広くＰＲするためのチラシ作成・印刷代
　・地域の安全安心活動を行うための被服や帽子などを購入など
助成金事業の流れ／事業申請⇒審査会で助成金事業・助成額決定⇒事業実施⇒実績報告提出⇒助成金振込
★申請受付は４月から始まります。
※申請は、さわやか市政推進課との協議の上、申請書など必要な書類の提出が必要となります。
問・相談・申請受付窓口／さわやか市政推進課（☎内線643・644）
　市民活動サポートセンター（桜2丁目8-30　☎35-7205）

～市民活動の意欲・発想・実行力が活きる協働のまちづくりを目指して～

交付団体名 申請事業名 対象事業 交付金額
（千円）

阿武隈町内会
町内環境美化および児童
通学路・ 遊び場等安全環

境整備事業

〇 地域の自助力の向上を図る
事業

〇 地域の課題解決を図る事業 
など

50 

いわぬま森の
サポーター

（グリーンピア）散策路
の整備 

〇 地域の特色を生かしその魅
力を高める事業

〇 地域を活性化し、市民の一
体感に資する事業

40 

ごみゼロ岩沼 美化活動（ごみ拾い活動） 〇地域の課題解決を図る事業 98 

中央商店
振興組合

中央通りイルミネーショ
ンの点灯および補修事業 

〇 地域の特色を生かしその魅
力を高める事業

〇 地域を活性化し、市民の一
体感に資する事業

100 

フレッシュ
タウン町内会

五間堀川除草作業
町内会活動 

〇 地域の自助力の向上を図る
事業

〇 地域の課題解決を図る事業 
など

50 

皆さんの地域コミュニティ活動を
応援します！

（五十音順）
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▶市民活動助成金

岩沼市市民活動助成金
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受付期間／2月1日㈪～12日㈮ 
※土・日・祝日を除く。 
受付時間／9時～17時 
登	録条件／①青少年や成人に対して行う教育（学

校教育を除く）、レクリエーション、文化芸術
などに関する組織的な活動をする団体（社会教
育法第10条の定義） 

　 ②団体の構成については、会員数がおおむね　
10人以上であり、市内在住または市内の事業
所に勤務する人の割合が会員全体の8割以上を
有する団体 

　 ③会則などにより組織が明確で営利を目的とし
ない市内の団体 

申	込方法／社会教育関係団体等登録申請書に必要
事項を記入の上、団体の会則・会員名簿（氏
名・住所・電話番号明記）を添付し、提出して
ください

受	付場所／各利用施設。ただし、旧勤労青少年
ホームにおいては中央公民館とします（申請書
などは各施設にあります） 

※ なお、中央（旧青少年ホームを含む）・玉浦・
西の各公民館を月１回以上定期的に利用する団
体については、3月に説明会を行う予定です。 

下記施設を定期的に利用する場合は、登録をお願いします。

平成28年度（28年4月～29年3月）
社会教育関係団体などの登録を受け付けます

　中央公民館からのお知らせ　（☎23-3434）

　舞台部47団体、展示部20団体、バザー部5
団体の方々が、１年間の学習と練習の成果を披
露しますので、ご観覧ください。

日時／2月20日㈯・21日㈰　9時30分～16時
場所／市民会館・中央公民館
※入場無料。来場のお子さまにプレゼントがあり
　ます。（各日先着100人）

日時／2月28日㈰　9時～15時
場所／中央公民館
競	技方法／上級者と初中級者の2・3クラスに

分かれて対局を行います
対	象者／市民または市内の事業所に勤務してい

る人
参加費／1,000円（弁当代含む。当日徴収）
申	込期間／2月1日㈪～12日㈮（土・日・祝日

を除く。9時～12時、13時～17時）
※必ず期間内に申し込みをしてください。
申	込方法／電話または中央公民館窓口まで。申

し込みの際、①氏名②住所③連絡先電話番号
④性別⑤年齢⑥段（級）位を申告してください

主催／中央公民館、日本棋院仙南中央支部

第36回	岩沼市公民館まつり 新春市民囲碁大会参加者募集

▲
▶
前
回
の
様
子

施	設名・問／中央公民館・旧勤労青少年ホーム（☎23-3434）、玉浦公民館（☎22-2656）、西公
民館（☎22-4677）、勤労者活動センター（☎25-1318）、農村環境改善センター（☎24-3893）、
ハナトピア岩沼（☎23-4787） 

▶社会教育関係団体などの登録


